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北九州市告示第４１１号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年１１月２０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

２ 外郭施設の護岸の表の小倉の項中 
 

浅野護岸 小倉北区浅野三丁目 ４２０．００ 

鋳物師護岸 小倉北区東港二丁目 ５２．００ 

東港町１号護岸 小倉北区東港二丁目 ４０７．２７ 

       

浅野護岸 小倉北区浅野三丁目 ４２０．００ 
 

改め、同表の小倉の東港町２号護岸の項中 
 

 
 

 

４ 臨港交通施設の道路の表の門司の太刀浦幹線２号道路の項中      
 

 
 

 
 

太刀浦２３号

道路 

門司区太刀浦

海岸 

５１１．４０ １６．５０ アスファ

ルト舗装 

       

太刀浦２３号

道路 

門司区太刀浦

海岸 

５１１．４０ １６．５０ アスファ

ルト舗装 

太刀浦２４号

道路 

門司区太刀浦

海岸 

４０．００ １４．４０ アスファ

ルト舗装 

太刀浦２５号

道路 

門司区太刀浦

海岸 

４０．００ １４．４０ アスファ

ルト舗装 

太刀浦２６号

道路 

門司区太刀浦

海岸 

４０．００ １４．４０ アスファ

ルト舗装 
 

改める。 

６ 荷さばき施設の荷さばき地の表の門司の項中 
 

太刀浦１７号 

岸壁荷さばき地 

門司区太刀浦海岸 ２，０９０．５５ ２級 

                                

６９８．１８ 
 

４５．４５ 

１，１１１．６０ 
 

１，７３７．００ 

「 

」 

を 

「 
に 

」 

「 

」 

を 

「 

に 

」 

「 

」 

を 

「 
を 

」 

「 

」 
に改め、同表の門司の項中 

「 
を 

」 

「 

」 
に改める。 

2



太刀浦１７号 

岸壁荷さばき地 

門司区太刀浦海岸 ２，０９０．５５ ２級 

太刀浦１８・１９号

岸壁荷さばき地 

門司区太刀浦海岸 ４，１３９．０２ １級 

太刀浦２０・２１号

岸壁荷さばき地 

門司区太刀浦海岸 ４，１３８．９３ １級 

 

改める。 

１４ 港湾施設用地の倉庫敷の表の小倉の項中 
 

日明第１貯木場４号倉庫敷 小倉北区西港町 ４６１．８６ 

日明第１貯木場８号倉庫敷 小倉北区西港町 ６９５．３０ 

       

日明第１貯木場４号倉庫敷 小倉北区西港町 ４６１．８６ 

 

改める。 

」 

に 

「 

」 

を 

「 

に 

」 

「 
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北九州市告示第４１２号 

 港湾施設の等級の指定（平成９年北九州市告示第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和５年１１月２０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

 表の荷さばき地の一般埠頭の１級地の項中 
 

太刀浦１６号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

 

太刀浦１６号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦１８・１９号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦２０・２１号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

 

改める。 

「 

」 
を 

「 

に 

」 
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